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議案第１７号 
   令和６年度教育委員会の活動について 
 令和６年度教育委員会の活動について，次のように決定する。 
  令和６年４月２２日提出 
 

宇都宮市教育委員会    
教育長 小堀 茂雄   

 
 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（提案の理由） 
 本市教育のさらなる充実発展に向け，教育現場の実態や意向を踏まえた教育

行政の推進を図るため，令和６年度の教育委員会の活動について決定するもの

です。 
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令和６年度 教育委員会の活動について 

 

◎ 趣旨 

教育委員会の担任する事務を執行するにあたり，教育委員会の会議において

様々な教育課題にかかる活発な議論や教育長及び教育委員会事務局へのチェ

ック機能の発揮ができるよう，令和６年度の教育委員会の活動方針について定

めるもの 
 
１ 活動方針 

 令和６年度の教育委員会活動については，前年度までの活動を継続すること

とし，その中で，社会環境の変化に適切に対応しながら，学校教育の充実や，

家庭・地域の教育力の向上などに向け，総合的・計画的に教育行政を推進して

いくにあたり，レイマンコントロールのもと，教育委員会の会議における議論

等の活性化を図る。 

 

⑴  教育委員会会議における議論の活性化 

・ 教育委員会は，独立した行政委員会として，政治的中立性や教育の継続

性・安定性の確保等の観点から重要な意義を有しており，様々な立場や意

見を集約した意思決定を行うことが求められていることから，教育委員会

会議においては，教育行政のあり方などについて大所高所から意見を述べ

る場とする。 
・ 事務執行における課題を把握し，委員同士の知見を深めることで教育委

員会会議における議論が活性化するよう，引き続き，委員提案テーマにつ

いて，事務局から事前説明を受けたうえで自由討議を行う。 

・ 委員が参加した研修会の復命報告を委員研修として行い，国の状況や他

自治体の先進事例などについて，委員同士で情報を共有し，教育行政に関

する知識を深める。 
 

⑵  教育現場の意向や実態の把握 

・ 幅広く教育現場の意向や実態を把握するため，教育関係者とのふれあい

ティータイムトークや様々な教育施設等の視察における参加者との意見

交換の時間を十分に確保するとともに，終了後，振り返りの自由討議を行

う。 
 【視察テーマ（予定）】 

  ・ タブレット活用授業，Ｕ－ＳＴＥＡＭ教育 

・ 防災訓練，防災に関する授業 

・ 冒険活動センター，冒険活動教室 など 

 【ふれあいティータイムトークのテーマ（予定）】 
教職員の働き方改革の現状と課題について（対象：中堅教員） 

 
 

議案第１７号 
別    紙 
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⑶ 市長，市議会との連携の継続 

・ 総合教育会議において，教育政策の方向性について市長と認識の共有を

図るほか，市議会への情報提供を通して，教育現場等の実態や課題につい

て認識の共有を図るなど，市長，市議会との連携を継続する。 
 
⑷ 教育長による臨時代理への対応 

 ・ 以下に該当し，かつ，緊急を要し会議を開く暇がない場合については教

育長による臨時代理を行う。なお，教育長による臨時代理を行った場合は，

直近の教育委員会で報告する。 
  （臨時代理の運用範囲） 

  緊急的に対応する議案（補正予算等）に関する意見申出 
  指定管理者の指定（教育委員会で議論を経ており，議会議決後の審

議を行う段階にあるもので契約手続上暇がないものなどに限る） 
  その他，客観的に暇がないことが明らかであるなど，真にやむを得

ないもの 
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２ 活動計画（予定） 

 

開催予定日 教育委員会会議 教育委員会活動 自由討議 

４月 １日（月） 臨時会（基本方針）   

４月２２日（月） 定例会  事前説明① 

５月２１日（火） 定例会 教育委員会評価 自由討議① 

５月２９日（水） 臨時会（議会）   

６月２５日（火） 定例会 教育委員会評価 事前説明② 

７月２２日（月） 定例会 教育委員会評価 自由討議② 

７月２９日（月） 臨時会（教科書）   

８月 ５日（月） － 
ふれあいティータイムトーク 

教育施設視察① 
 

８月１９日（月） 臨時会（議会） 総合教育会議  

８月２３日（金） 定例会  
ふれあいティータイムトーク

視察①振り返り 

８月下旬 － 市議会との意見交換会  

９月２４日（火） 定例会 教育施設視察② 視察②振り返り 

１０月２２日（火） 定例会 教育施設視察③ 視察③振り返り 

１１月２６日（火） 定例会 教育施設視察（予備日）  

１２月２３日（月） 定例会  事前説明③ 

 １月２０日（月） 定例会  自由討議③ 

 ２月１４日（金） 定例会  事前説明④ 

 ３月１１日（火） 臨時会（人事）   

 ３月１８日（火） 臨時会（人事）   

 ３月２４日（月） 定例会  自由討議④ 

 ３月２７日（木） － 総合教育会議  
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教育委員会の活動の種類 

 

 

教育委員会会議 

（定例会・臨時会） 

公開・ 

非公開 

教育長及び教育委員が教育行政にかかる基本

方針の決定など，大所高所に立って議論を行う

会議 

委員協議会 非公開 
会議に付すべき議案の事前審議，その他研究協

議を行うために開催 

そ

の

他

の

活

動 

教育施設視察 非公開 小中学校や社会教育施設などの視察 

ふれあいティ

ータイムトー

ク 

非公開 
小中学校教職員や社会教育団体，文化・スポー

ツ団体などの教育関係者との意見交換 

委員ｄｅサロン 非公開 
各課業務の現状・課題等についての共通理解を

深めるために事務局職員と意見交換 

自由討議 非公開 
教育委員会会議における議論のより一層の活

性化を図るために行う委員提案による討議 

市議会との 

意見交換 
非公開 

議長，副議長，子ども文教常任委員会の委員長，

副委員長との意見交換 

総合教育会議 公開 

市長との連携強化を目的に，教育政策などにか

かる協議・調整を行うために市長が設置・運営

を行う会議 

委員研修 非公開 
教育の諸課題等にかかる状況把握や専門性を

高めるために行う研修 

参  考 
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議案第１８号 

宇都宮市学校職員服務規程の一部改正 

宇都宮市学校職員服務規程の一部を改正する規則を次のように制定する。 

  令和６年４月２２日提出 

 

宇都宮市教育委員会    

教育長 小堀 茂雄   

 

宇都宮市学校職員服務規程の一部を改正する規則 

宇都宮市学校職員服務規程（平成２４年教育委員会規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

第６条の見出しを「（出勤）」に改め，同条第１項中「直ちに所定の出勤簿に

自ら押印」を「自ら直ちに所定の出勤簿に押印し，又は電子計算機を使用して

出勤に係る情報を入力」に改める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案の理由） 

 学校職員の事務処理の効率化を図るため，学校用グループウェアによる出勤

管理を導入しようとするものです。 
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報告第２１号 

令和６年度教育委員会主要事業について 

 令和６年度教育委員会主要事業について，次のように報告する。 

  令和６年４月２２日提出 

 
                          宇都宮市教育委員会    

                        教育長 小堀 茂雄   

 

別紙のとおり 
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令和６年度教育委員会主要事業 

 

 

教育委員会基本方針に基づき，教育委員会として推進する主要事業を次のと

おり定める。 

 

１ 教育企画課 

（１）教育で選ばれるまち宇都宮の推進 

   本市では，全校への栄養士や司書の配置による，食育に関する専門的な

指導や全国トップクラスにある児童生徒の読書冊数など，全国に誇れる教

育環境や成果を有しており，市内外の子育て世帯や企業，学校現場の教職

員等に対し，本市教育の特徴・特色を戦略的に情報発信することで，「教育

で選ばれるまち宇都宮」の実現を目指す。 

 

２ 学校管理課 

（１）学校施設の計画的な整備・更新 

   限られた財源において，学校施設の老朽化対策や社会的ニーズへの対応

を図るため，「学校施設長寿命化計画」や「宇都宮市役所カーボンニュート

ラル実行計画」に基づき，校舎・体育館の長寿命化改修等において，ZEB 
Ready※以上となる水準の整備を行うとともに，安全で快適な学校づくりを

推進する。 

   ※ ZEB を見据えた先進建築物として，外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備える

ことにより，従来の建物で必要となるエネルギーを５０％以下まで削減した建物 

 

（２）学校トイレ洋式化の計画的推進 

   児童生徒が日常生活の多くを過ごす学校施設において，快適な生活環境

や衛生環境を確保するため，校舎・体育館のトイレ洋式化を計画的に実施

する。（令和６年度末の校舎・体育館トイレ洋式化の目標：８３．０％） 

 

３ 学校教育課 

（１）学力の向上（ＧＩＧＡスクール構想の実現等） 

   児童生徒の基礎的・基本的な学力の着実な習得と思考力・判断力・表現

力等の向上を図るため，「宇都宮モデル」を踏まえ端末を効果的に活用しな

がら，個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図る。 

   高等学校以上で行うＳＴＥＡＭ教育の基盤となる資質・能力を養成する

ため，児童生徒が主体的に学習テーマや探究方法を設定するなどの学習を

行う「Ｕ－ＳＴＥＡＭ学習」を展開し，発達の段階に応じて，教科等横断

的な学習や探究的な学習の充実を図る。 

   グローバル社会に向き合い，英語によるコミュニケーション能力を育成

報告第２１号 
別    紙 
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するため，中学校２年生を対象に，英語能力診断（英検ＩＢＡ）を実施し，

客観的な英語力判定結果をもとに，「宇都宮市英語教育強化プラン」の充実

を図る。 

 

（２）コミュニティ・スクールモデル校における実証事業に向けた取組の推進 

   令和７年度からのコミュニティ・スクール試行的導入事業を円滑に進め

られるよう，令和６年度にモデル校を選定し，委員の任命や研修を進めて

いく。 

 

４ 学校健康課 

（１）適切な部活動の推進及び部活動の地域移行に向けた段階的な取組の推進 

   適切な部活動の推進を図るため，本市の部活動方針に基づいて各中学校

が策定した方針の適切な運用の徹底を図るとともに，地域への移行期にお

いても，当面の間，引き続き，活動の場となる部活動の活性化を図るため，

地域人材を活用した「部活動地域指導者活用事業」を継続し，さらに，「部

活動指導員派遣事業」を充実させる。 

   今後，休日の部活動の地域移行に向け，推進協議会を立ち上げ，部活動

の地域移行の在り方等についての方針の策定や地域における連携・協力体

制の構築について有識者やスポーツ・文化芸術団体及び保護者・地域代表

の意見を聴取するとともに，関係団体と学校との連絡調整等を行う部活動

地域移行コーディネーターを配置し，学校や地域に応じた地域移行を推進

していく。 

 

（２）学校給食における地産地消の推進 

   児童生徒が，地域の自然や農業などへの理解を深め，郷土愛を育めるよ

う，全小・中学校において，引き続き，宇都宮市産トマトを使用した「ト

マト給食」を実施するほか，年間を通じたトマトの安定的な確保に向け，

トマトの加工品の商品化を検討する。 

   また，トマト以外の宇都宮市産農産物の活用についても検討を進めると

ともに，地場産物の使用割合の高い学校の取組事例を全小・中学校におい

て共有することなどにより，学校給食における地場産物のより一層の活用

に取り組む。 

 

５ 生涯学習課 

（１）効果的な地域教育の推進 

   令和４年度に作成した「第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」（う

つのみや地域教育プラン）に基づき，地域教育を着実に推進する。 

   特に，デジタル技術の活用により，誰もが学びの場に参加できる，学べ

る環境づくりに取り組むほか，読書活動を推進し，課題を主体的に解決す
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る能力向上に取り組む。また，リカレント教育など，企業・大学等と連携

した人材育成に取り組む。 

 

（２）宮っ子ステーション事業の円滑な運営 

   「放課後子ども教室」の実施と，指定管理者が運営する「子どもの家」

との連携・協力を行う「宮っ子ステーション事業」を充実させることで，

放課後の児童の安全安心な居場所を確保し，心豊かに育まれる環境づくり

を推進する。 

   特に，「子どもの家事業」については，安定した施設運営ができるよう，

指定管理者に対する適切な指導・監督を実施する。 

   令和６年度については，子どもの家（２ブロック１２施設）の２期目の

指定管理者選定事務を正確かつ確実に進めるとともに，宮っ子ステーショ

ン推進委員会との連携のあり方を整理する。また，放課後子ども教室につ

いては，実施校区の拡大に向け，地域支援を徹底する。 

 

６ 教育センター 

（１）不登校対策の推進 

   魅力にあふれ安心して過ごせる学校を目指し，きめ細かな学級経営や課

題の早期発見・早期対応などに取り組む必要がある。 

   また，教職員の指導力向上や組織的な対応力の強化を図り，学校と地域・

関係機関等が連携しながら，児童生徒一人一人の状況に応じた支援の充実

に努める必要がある。 

 

（２）特別支援教育の推進  

   特別な教育的支援が必要な児童生徒一人一人が，自らの力を最大限に発

揮し，自信と意欲をもって学校生活を送れるよう，インクルーシブ教育シ

ステムの構築に向け，学校における支援体制の強化に取り組む。 
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令和６年３月１８日  

保護者 様 

宇都宮市教育委員会事務局学校管理課長  

 

市が貸与している個人用パソコン（chromebook）の取扱い及び破損等の対応について 

 

 宇都宮市では，国が推進する「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき，児童生徒の情報活用能

力を育成するため，令和３年度から市立小・中学校すべての児童生徒に，１人１台の個人用

パソコン（chromebook）を貸与し，授業や家庭学習において利用しています。  

こうした中，明らかな過失や不注意による破損のほか，家庭における破損も多数報告され

ており，故障端末の対応に苦慮しているところです。 

つきましては，保護者の皆様には改めて，下記の内容を御理解いただき，御家庭におかれ

ましも，お子さまの個人用パソコンの使用方法等について，十分に御指導いただくなど適正

に管理くださるようお願いいたします。 

なお，本端末は児童生徒へ貸与するもので，卒業時に返却いただきます。故障や破損，紛

失の取扱いに関しては，下記のとおりとし，令和６年４月からは，御家庭において端末を破

損させた場合は，原則弁償対応となりますので，あらかじめ御了承ください。 

 

記 

１ 個人用パソコンの利用にあたり守ってほしいこと 

・ 個人用パソコンは，学習のために利用する。 

・ 安全に，責任をもって，お互いを思いやりながら，より良い使い方を学ぶ。 

・ 不適切なサイトを閲覧しない。 

・ 個人情報や写真を許可なくインターネット上に公開しない。 

・ 学校の許可のないアプリを勝手にインストールしない。 

・ 「個人用パソコン利用の約束」や「個人用パソコン貸出に関する注意事項」を遵守し

て，大切に端末を使用する。 

 

２ 弁償となる場合の一例（御家庭で負担いただく場合）      ○弁償 ×弁償不要 

具体的な内容 学校 
学校外 

（家庭） 

・使用者の故意（わざと）または，明らかに破損することが想定される行

動による場合 
○ ○ 

・家庭の管理下において破損した場合 － 〇 

・紛失した場合 ○ ○ 

・使用者の故意（わざと）ではないものの，同一人が複数回端末を破損

させた場合 
○ ○ 

・自身の端末を第三者が破損させた場合（破損の原因者に請求） × × 

・機器の劣化による損耗や自然故障の場合 × × 

・盗難にあった場合（警察への被害者の届け出が必要） × × 

・教育委員会が使用者に対し，修理費の負担を求めることが相当でないと

判断した場合 
× × 

 

※ 御家庭にパソコンがある場合は，個人用パソコンを持ち帰らず，学校から配布されてい

る学習用アカウントで家庭学習を行うことができます。 

※ 端末の利用方法等については，パンフレットをご覧ください。 宇都宮市教育委員会事務局 

学校管理課 管理グループ 

℡０２８－６３２－２７５９ 
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個人用パソコン（Chromebook）の使い方について

活用について
●学校での利用

・辞書や図鑑の代わりに調べ学習での活用

・教科書のQRコードからデジタルコンテンツを活用

・ワープロ，表，計算，プレゼンソフトなどを活用

●家庭での活用

・ＡＩ型ドリル教材など，宿題や家庭学習で活用

※詳しくは宇都宮市GIGAスクール特設サイト「個人用パソコ
ン利用のイメージ」ページをご覧ください。

https://sites.google.com/g.ueis.ed.jp/u-gigaschool-
for-all

持ち帰りについて
学校の指示のもと，必要に応じて家庭に持ち帰りを行い
ます。その際，以下の点にご注意ください。

①運び方

個人用パソコンを持ち運ぶときには，必ずランドセルや
カバンにいれます。個人用パソコンが入ったカバンを投
げたり，蹴ったり，振り回してはいけません。

②置き場所

机の上など，安全な場所に保管しましょう。床に置いた
パソコンを踏んでしまったり，飲み物や食べ物の近くや
湿気の多い場所，直射日光が当たる場所，磁石の近くに
置くことも，故障の原因になりますので御注意ください。

破損・紛失について

●万が一，個人用パソコンや付属の電源アダプターを
破損・紛失した場合には，速やかに学校に連絡して
ください。

●紛失の場合には，遠隔でロックをかけ，第三者の利
用を防ぎます。

●ご家庭下の破損については，個人用パソコンや電
源アダプターの原状復帰に係る費用をご負担いた
だきます。（自然故障や経年劣化におる故障を除き
ます。詳しくは裏面をご覧ください。）

貸出・返却について

個人用パソコンは児童生徒の学習を目的として，宇都宮市から

貸出しているものです。学習のために利用するようお願いしま

す。

個人用パソコンは，中学校を卒業するまで使用します。

中学校卒業時には，宇都宮市へ返却します。返却後は，新小学

一年生が使用しますので，大切に扱うようお声掛けください。

（付属の電源アダプターも返却していただきます。）

また，市外に転出する場合や，私立の中学校に進学する場合も

同様に返却していただきます。

「宇都宮市備品」等
記載されている

シールを剥がさな
いように注意して

ください。

液晶はデリケート
です。落下や文具
の挟み込みにより
破損する可能性が
あるため，丁寧に
使いましょう。

外装をカッターや
ペンで傷つけては

いけません。

宇都宮市では，国の「GIGAスクール構想」に基づき，子どもたちに１人１台パソコンを貸与し，個々の学
び方に合せて主体的に学習し，今後必要となる情報活用能力を身につけるため，使用しています。

１時間使ったら，

１０分休むなど，

長い時間使わない

ようにします。

不適切なサイトの閲
覧や違法な行為を
してはいけません。
個人情報や写真を
許可なくインター

ネットに公開しては
いけません。

様々な使い方に挑
戦してみましょう。

充電する際には，専
用の電源アダプ

ターを使用してくだ
さい。（発火の恐れ

があります）

宇都宮市備品
●●●●

パソコンを使うとき
は，画面から顔を
３0ｃｍ以上離して

みましょう。
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＜使用のルール（注意事項）＞

個人用パソコンの利用上のルールや注意事項が掲載されていますので，必ずご一読ください。

【利用の約束】
URL：ht tp : / / w w w . u e i s . e d . j p / j o h o / u _ g i g a s c h o o l / p d f / d o c u m e n t / j _ y a k u s o k u . p d f（小学校用）

http: / / w w w . u e i s . e d . j p / j o h o / u _ g i g a s c h o o l / p d f / d o c u m e n t / e _ y a k u s o k u . p d f（中学校用）

個人用パソコンは自分の学習のために利用します。
安全に，責任をもって，お互いを思いやりながらよりよい使い方を学びます。

【注意事項】
URL:h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 K N c 2 J s d O a 4 t D e k Y M y 5 E q q P j Z D s E p 1 H x p / v i e w ? u s p = d r i
v e _ l i n k

インターネット上の誹謗中傷など，いじめや自殺，犯罪の原因となりうる行為や
不正アクセス，教育委員会で設定したアプリによるフィルタリングを解除しよう
とする行為を禁止します。

＜端末が故障したり，破損させてしまった場合＞

１ 端末が故障したり，落下などで破損させてしまった時は，すぐ学校へ連絡してください。
２ 学校が状況を聞き取り，市教育委員会へ報告します。
３「事故発生報告書」を基に市教育委員会が弁償していただく必要があると判断した場合，教育委員会経由
で保護者へ連絡します。

【弁償となる場合の一例】

・イライラして端末を投げつけて破損させた。
・家庭で，子ども同士のケンカや端末の取り合いをして破
損させた。
・端末が入ったランドセルを勢いよく投げた結果，液晶が
破損した。

【弁償とならない場合の一例】

・学校で教室移動の際に端末を落下させて破損させた。
・家庭で使用中に，急に電源が切れた。（自然故障）
・端末の外枠が外れてきた。（経年劣化）

＜本市への安全への取り組み＞

●不適切なサイトを閲覧しないよう，フィルタリ

ングをしています。

●深夜に使用することがないよう，利用時間帯の

規制をしています。

●端末紛失時は遠隔操作で速やかに端末をロック

状態にし，返却を促しています。

＜こんなこともやってみよう＞

プログラミング，音楽制作，写真・動画撮影

美術館を調べる，外国語を読む

デジタルツールで絵を書く…など

グーグルプレイストアに表示されているアプリはイ
ンストールすることができます。

＜GIGAスクール特設サイト＞ 困ったことがある場合，特設サイトで確認してください。

URL：ht tp s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / g . u e i s . e d . j p / u - g i g a s c h o o l - f o r - a l l

＜個人用パソコンの問い合わせ先＞

●パソコンの故障，動作不具合，紛失，学習ドリルの操作，フィルタリングなどについては，お子様の通
う学校へお問い合わせください。

●ネットいじめ，ネットトラブルについては，「宇都宮市ネットいじめ等パトロール相談事業」へお問い
合わせください。

URL：http s : / / w e b r e p o r t . p u b l i c . p t w . j p / u t s u n o m i y a _ f o r m /

宇都宮市教育委員会

【小学校用】 【中学校用】

【注意事項】

【特設サイト】

【相談事業】

警察や関係機関の求めに応じてパソコンに残された使用履歴等のデータを提供する
場合があります。
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報告第２３号 
   令和５年度宇都宮市奨学金申請者の選考結果について 
 令和５年度宇都宮市奨学金申請者の選考結果について，次のように報告する。 
  令和６年４月２２日提出 

宇都宮市教育委員会    
教育長 小堀 茂雄   

 
別紙のとおり 
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令和５年度宇都宮市奨学金申請者の選考結果について 

 

◎ 趣 旨 

宇都宮市奨学生等選考委員会において，選考基準に基づき選考したことから，その結果に

ついて報告するもの 

  

１ 対 象 

令和５年度に下記の学校に在学する者   

学校教育法の規定に基づく， 

高等学校，高等専門学校，大学，大学院，短期大学，中等教育学校（後期課程） 

専修学校（修業年限が２年以上の高等課程，専門課程） 

 

２ 申請資格 

⑴ 本市市民の被扶養者で，経済的理由により修学が困難であること 

 ⑵ 成年で独立の生計を営み，確実な保証能力があり，市税の滞納がない連帯保証人を２

名選任できること 

 ⑶ 前年中の認定所得金額が本市の定める所得基準額以下であること 

 

３ 募集期間 

令和５年２月１日～令和６年１月３１日（貸付手続期限：令和６年３月３１日まで） 

  

４ 選考結果 

区  分 
通 学 区 分 

（貸 付 額） 
申請人数 交付人数 

 

辞退者数 

参考(Ｒ４) 

申請 

人数 

交付 

人数 

辞退 

者数 

高等学校，高等専門学校 

中等教育学校（後期課程） 

専修学校（高等課程） 

自宅通学 

（月額17,000円）
１３ ９ ４ ７ ５ ２ 

自宅外通学 

（月額18,000円）
１ １ ０ １ １ １ 

小    計 １４ １０ ４ ８ ６ ３ 

大学，大学院，短期大学 

専修学校（専門課程） 

自宅通学 

（月額35,000円）
２１ １９ ２ ２５ ２３ ２ 

自宅外通学 

（月額45,000円）
４６ ４１ ５ ５６ ５３ ３ 

小   計 ６７ ６０ ７ ８１ ７６ ５ 

交通遺児 

高校・高専等 

（月額30,000円）
０ ０ ０ ０ ０ ０ 

大学・短大等 

（月額50,000円）
０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合   計 ８１ ７０ １１ ８９ ８１ ８ 
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報告第２４号 
   令和５年度宇都宮市入学一時金申請者の選考結果について 
 令和５年度宇都宮市入学一時金申請者の選考結果について，次のように報告

する。 
  令和６年４月２２日提出 
 

宇都宮市教育委員会    
教育長 小堀 茂雄   

 
別紙のとおり 

6-1



 
令和５年度宇都宮市入学一時金申請者の選考結果について 

 

◎ 趣 旨 

宇都宮市入学一時金貸付者選考委員会において，選考基準に基づき選考したことから，そ

の結果について報告するもの 

  

１ 対 象 

令和６年４月１日以降に下記の学校に入学する者の保護者 

学校教育法の規定に基づく， 

高等学校，高等専門学校，大学，大学院，短期大学，中等教育学校（後期課程） 

専修学校（修業年限が２年以上の高等課程，専門課程） 

※ 高等学校，高等専門学校，専修学校（高等課程），中等教育学校（後期課程） 

は私立のみ 

 

２ 申請資格 

 ⑴ 申請者が本市市民であること，市税の滞納がないこと 

 ⑵ 成年で独立の生計を営み，確実な保証能力があり，市税の滞納がない連帯保証人を１

名選任できること 

 ⑶ 他の入学一時金の貸付を受けていないこと 

 ⑷ 前年中の認定所得金額が本市の定める所得基準額以下であること 

 

３ 募集期間 

令和５年９月１日～令和６年３月１５日（貸付手続期限：令和６年３月３１日まで） 

  

４ 選考結果 

区  分 
貸付 

上限額 
申請人数 交付人数 辞退者数 

備考(Ｒ４) 

申請 
人数 

交付 
人数 

辞退者

数 

高等学校，高等専門学校 

専修学校（高等課程） 

中等教育学校（後期課程） 

私立 20万円 ４ ３ １ ６ ６ ０ 

大学，大学院，短期大学 

専修学校（専門課程） 

国立・公立 20万円 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

私立 50万円 １３ １１ ２ １５ １３ ２ 

合    計 １７ １４ ３ ２１ １９ ２ 
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報告第２５号 
国本中学校の火災事故について 

国本中学校の火災事故について，次のように報告する。 
令和６年４月２２日提出 

  
                       宇都宮市教育委員会    

教育長 小堀 茂雄   
  
別紙のとおり 
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国本中学校の火災事故について 

 

◎ 趣旨 

令和６年１月２１日に国本中学校の理科準備室で発生した火災事故の原因等

について報告するもの 

 

１ 概要 

１ 事故発生日時 令和６年１月２１日（日） 午後０時３２分 

２ 事故発生場所 理科準備室 

３ 火災発生源 冷蔵庫 

４ 事故概要 

午後０時３２分 煙感知器発報 

午後１時３０分 消防により鎮火 

燃焼範囲は，理科準備室内のみ。けが人なし。 

５ 被害状況 
備品（冷蔵庫，薬品保管庫，事務机等），天井・

壁等の焼損 

 

２ 推定される火災の発生原因 

理科準備室内にある冷蔵庫の始動用コンデンサー内部が，絶縁劣化により異

常発熱したことで，コンデンサー内部が破裂し，気化した電解液に内部短絡の

スパークした火花が着火，周囲の樹脂製部品（配線の被覆など）が延焼し，全

体に燃え広がったと推定される。（西消防署の依頼に基づく，独立行政法人 製

品評価技術基盤機構の調査結果より） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷蔵庫下部 

始動用コンデンサー 

報告第２５号 
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３ 復旧状況（別紙参照） 

理科準備室の火災に伴い，施設（天井・電気設備窓等）及び備品等が焼失し

たことから，令和５年度中に以下の復旧作業を実施した。 

 種類 復旧内容 

施設関係 ①建築 天井・壁・床・窓ガラス等の張替等 

②電気設備 コンセント・照明・感知器等の撤去・新設等※ 

③機械設備 換気扇・給水管・水道蛇口の交換等 

④業務委託 理科準備室の清掃，廃棄物撤去等 

備品関係 ⑤備品・消耗品 薬品保管庫，冷蔵庫，事務机等の交換 

⑥パソコン 教員用端末の交換 

※ 分電盤については，煤による汚損等があったものの，機能的に問題がなかった

ため，令和６年度に更新工事を実施することとした。 

 

４ 事故に係る教育委員会事務局の対応 

火災発生後，全校に対して速やかに，「防火・防災に係るチェックリスト」

に基づく緊急点検及び冷蔵庫の保有状況調査を実施 

⇒ 日常的な点検や周辺の清掃を行い，不具合等の早期発見に努めるよう適

正な管理を依頼 

⇒ 備品台帳での適正管理，購入年度や使途により，優先順位を付けて順次

更新 
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理科準備室内の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復旧前 復旧後 

 別 紙 
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報告第２６号 
宇都宮市立小学校校外学習等ライトライン活用補助金事業について 

宇都宮市立小学校校外学習等ライトライン活用補助金事業について次のよう

に報告する。 
令和６年４月２２日提出 

  
                       宇都宮市教育委員会    

                         教育長 小堀 茂雄   
 
別紙のとおり 
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宇都宮市立小学校 校外学習等ライトライン活用補助金事業について 

 

○ 趣旨  

宇都宮市立小学校校外学習等ライトライン活用補助金事業の概要について報告するもの 

 

１ 事業の目的 

本市立小学校の児童に，ライトラインによる身近な地域の変化を実感しながら，持続

可能な社会の実現に向け，その担い手に必要な資質・能力を身に付けさせるため，校外の

豊かな自然や文化，実社会に触れる遠足や校外学習等の機会を捉えて，ライトラインの

活用を計画・実施する小学校に対して，ライトライン乗車運賃等を補助する。 

 

２ 補助対象 

 ⑴ 補助金の対象となる教育活動 

本市立小学校での遠足，校外学習，社会科見学（以下，校外学習等）において，ライ 

トラインを活用する教育活動 

 ⑵ 補助対象者 

   宇都宮市立小学校（６９校）の全学年児童 

 ⑶ 交付対象者 

   学校長 

 ⑷ 補助金対象となる経費，補助額 

  ・ 補助金の利用回数は，学年ごと（複数学年が同時に行う場合を含む）１回の校外

学習等の利用に限る。  

・ 児童一人当たりの補助額は，最大区間の往復の運賃である４００円を上限とする。 

・ ２５名以上(引率者含む)で乗車する場合は，団体割引が適用される「団体乗車」   

 を利用する。団体乗車は一人あたりの運賃が２割引きとなる。 

・ 学校休業や学年休業により，やむを得ず校外学習等を延期・中止した場合のライ 

トラインの取消手数料を補助する。 

【補助額】 
 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ ライトラインの利用例 

（例）第３学年 社会科 清原工業団地内の企業の見学 

 

 

→ （補助額）児童一人当たり 150 円×児童数 

区分 要件 補助額 

一般乗車 ２５名未満の乗

車（引率含む） 

当日の利用区間の児童一人あたりの運賃に，当日の利用

児童数を乗じた額。 

団体乗車 

【２割引】 

２５名以上の乗

車（引率含む） 

当日の利用区間の児童一人あたりの運賃から２割引きの

額に団体乗車許可証（乗車証）の利用児童数を乗じた額。 

取消手数料 学校・学年休業

での延期・中止 

 団体乗車を取り消した場合の取消手数料（乗車証 1 枚に

つき２２０円）。 

※ 団体乗車の場合は，利用便ごとに団体乗車券が発行されます。 

 学校  ➡  宇都宮駅東口  ➡  清原地区市民センター前 ➡  工場見学  ➡  学校 
      バス           ライトライン（小児運賃１５０円）    徒歩        バス     

                      

報告第２６号 

別 紙 
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３ 本事業の実施方法 

 ・ ライトラインを活用する校外学習等を計画している小学校は，宇都宮ライトレール

株式会社に利用予約をし，乗車証を発行してもらい，実施する。  

 ・ 実施後、宇都宮ライトレール株式会社が小学校あてに乗車運賃の請求書を発行する。 

・ 請求書が発行された後，小学校は，教育委員会に補助金の申請をし，教育委員会が小

学校へ補助金を交付する。 

・ 補助金の交付後，小学校は，引率者分の乗車運賃と補助金を併せ，宇都宮ライトレー

ル株式会社に支払いを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「⑧支払」については，事後払いとし，請求後１か月以内に引率者料金を合算した額

を振り込む。 

 

４ その他 

・ 乗車方法については，乗車日時や乗車人数に応じて，宇都宮ライトレール株式会社

から，複数の便への分散乗車※などの案内がある。 

※ （例）３クラス１１０名利用（引率者含む） ➡  ３回に分けて乗車 

 ・ 現在，宇都宮ライトレール株式会社が国に認可申請を行っている貸切車両の運用に

ついては，貸切車両の運用が正式に決定次第，要綱等の修正を行い，補助金活用の促

進を図っていく。 

 

５ スケジュール 

 ・ ４月２２日（月） 教育委員会定例会 

 ・ ４月下旬     学校へ通知 

                      ・ ライトライン活用補助金事業の詳細 

・ 宇都宮市校外学習等ライトライン活用補助金交付要綱 

             ・ 申請書類様式 

 ・ ５月中旬     ライトラインを活用した校外学習等の実施 
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宇都宮市立小学校 校外学習等ライトライン活用補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 宇都宮市教育委員会が交付する校外学習等ライトライン活用補助金（以下「補助

金」という。 ）については，宇都宮市教育委員会補助金等交付規則（昭和４１年教育委

員会規則第２号）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この要綱は，宇都宮市立小学校（以下「学校」という。）が実施をする校外学習

等において，児童に，ライトラインによる身近な地域の変化を実感しながら，持続可能

な社会の実現に向け，その担い手に必要な資質・能力を身に付けさせるため，ライトラ

インを利用する場合に生ずる児童の運賃等を市が補助することを目的とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において，「校外学習等」とは，学校において計画・実施する校外学習や

遠足等の教育活動をいう。 

 （補助金対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は，学校長とする。 

 （補助金対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費は，次に掲げるものとする。 

 ⑴ 校外学習等の利用により，児童がライトラインに乗車した場合の運賃 

 ⑵ 補助金対象の校外学習等が，学校休業や学年休業により，やむを得ず校外学習等を

延期・中止した場合のライトライン乗車に係る取消手数料 

 ⑶ 教育長が真に必要であると認める場合の運賃等 

２ 前項各号の経費の補助回数の上限は，年度内にそれぞれ１回ずつとし，学年毎（複数

学年が同時に行う場合を含む）に補助する。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は，予算の範囲内で，前条に定める経費のうち，別表に定めるとおり

とし，教育長が必要かつ適当と認める額とする。 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は，補助金等

交付申請書兼交付請求書（別記様式第１号）に次に掲げる資料を添えて，教育長に提出

しなければならない。 

別紙 
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 ⑴ 校外学習等の内容及び補助金内訳書（別記様式第２号） 

 ⑵ 宇都宮ライトレール株式会社が発行した請求書 

 ⑶ その他教育長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 教育長は，前条の規定による申請を受けたときは，申請の内容を審査し，必要に

応じて調査等を行い，補助金等交付決定通知書（別記様式第３号）により交付申請者に

通知するものとする。 

２ 教育長は，必要に応じて補助金交付の条件を交付申請者に付することができる。 

３ 交付申請者は前項の条件が付された場合，その条件を遵守しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 第７条の補助金等交付申請書兼交付請求書の提出がされたときは，規則第１２条

の規定による実績報告があったものとみなす。 

 （補助金の額の確定等） 

第１０条 規則第１３条の規定による補助金の額の確定については，補助金交付決定時に

行うものとする。この場合において，交付申請者への確定した補助金の額の通知につい

ては補助金等交付決定通知書により通知されたものとみなす。 

 （交付の請求） 

第１１条 規則第４条第１項の規定により補助金の交付を決定したときは，規則第１５条

第３項の規定による書類の提出があったものとみなす。 

 （交付決定の取消し） 

第１２条 教育長は，第８条の交付決定通知を受けた者（以下，「交付決定者」という。）

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助金の交付の決定の全部又は一部

を取り消すことができる。 

 ⑴ この要綱に違反した場合 

 ⑵ 偽りその他不正な手段により負担金の交付決定を受けた場合 

 ⑶ 補助金をほかの用途に使用した場合 

 ⑷ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

２ 前項の規定は，交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものと

する。 

３ 教育長は，第１項の規定による取消しを行った場合は，交付決定取消通知書（別記様
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式第４号）により，補助金の交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還等） 

第１３条 教育長は，前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて，交付決定者の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは，

交付決定者に対して期限を定めてその当該補助金を返還させるものとする。 

２ 教育長は，前項により交付対象者に返還を求めるときは，補助金返還請求書（別記様

式第５号）により期限を定めてその返還を求めるものとする。 

 （帳簿等の整備） 

第１４条 交付決定者並びに学校長は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした

書類を整備し、これを当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起

算して５年間保管しておかなければならない。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表１ 

 

区分 要件 補助額 

一般乗車 ２５名未満の乗車 児童一人当たりの補助額は，ライトライ

ンの最大区間を往復で利用した場合の運賃

を上限額とし，当日の利用区間の児童一人

あたりの運賃に当日の利用児童数を乗じて

得た額とする。 

団体乗車 

（割引適用） 

２５名以上の乗車 児童一人当たりの補助額は，ライトライ

ンの最大区間を往復で利用した場合の運賃

を上限額とし，利用区間の児童一人あたり

の運賃に宇都宮ライトレール株式会社から

発行された団体乗車許可書（乗車証）の利

用児童数を乗じて得た額とする。 

取消手数料 学校休業や学年休業に

より，やむを得ず校外学

習等を延期・中止した場

合 

 団体乗車を当日取り消した場合に係る取

消手数料とする。 
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報告第２７号 
令和７年「宇都宮市二十歳を祝う成人のつどい」開催概要について 

令和７年「宇都宮市二十歳を祝う成人のつどい」開催概要について，次のよ

うに報告する。 
令和６年４月２２日提出 
 

宇都宮市教育委員会    
教育長 小堀 茂雄   

 
別紙のとおり 
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令和７年「宇都宮市二十歳を祝う成人のつどい」開催概要について 

 

１ 目的 

  宇都宮市二十歳を祝う成人のつどいは，二十歳という年齢の節目を，全市をあげて祝い励まし，

成人としての意識を醸成する機会にするとともに，宇都宮への愛着を深め，地域社会の一員とし

ての自覚や地域に育てられたことへの感謝の気持ちを持てるようになるなど，地域の人から学び，

地域へ繋がることができるような教育的意義のある事業となるよう取り組んでいく。 

 

２ 主催・実施機関 

  主  催 宇都宮市・宇都宮市教育委員会 

  実施機関 宇都宮市二十歳を祝う成人のつどい各中学校区会場実施委員会 

 

３ 概要 

開催日 令和７年１月１２日（日） 

開催時間 

午前開催 式    典 午前１０時～１０時２０分 

     地域交流事業 午前１０時２０分～ 

午後開催 式    典 午後２時～２時２０分 

     地域交流事業 午後２時２０分～ 

実施内容 
式 典 … 二十歳の節目を全市をあげて祝い励ます内容 

地域交流事業 … 地域の特性を活かした事業 

会  場 ２５中学校区ごとの会場  ８施設 別紙会場（案）のとおり 

該当者※ 

平成１６年４月２日から平成１７年４月１日の間に生まれた，本市住民基

本台帳に登載されている者 

※ 本市出身者で市外に転出した等，本市での出席を希望するものも対象とする。 

 

４ 昨年度からの変更点 

・昨年度の混雑状況や鬼怒中学校区の卒業生数増加に伴う既存会場での収容人数の不足，上河

内中学校区実施委員会の要望を踏まえ，ライトキューブ宇都宮での開催校区の見直しを行い，

上河内中学校区は，過去に利用実績がある「ホテルマイステイズ宇都宮」を設定した。（ライ

トキューブ開催校９校→８校） 

 

 

 

 

５ 今後のスケジュール 

   ４月下旬   ホームページで会場を公表 

   ６月     広報うつのみやにて会場を公表 

  １１月中旬   市内に住民票がある成人（新二十歳）に対し案内状を発送   

   １月     二十歳を祝う成人のつどい式典の実施 

報 告 第 ２ ７ 号 
別 紙 

基本的に中学校区域に近い会場を設定し，その他，会場の定員数や施設との関係を考慮し，

会場を設定した。 
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午前開催 午後開催

受付 午前９時３０分～１０時 午後１時３０分～２時

式典等 午前１０時～ 午後２時～

午前開催 午後開催

一条中学校区 174 139 ライトキューブ

陽北中学校区
　栃木県立のざわ特別支援学校
　栃木県立わかくさ特別支援学校

184 146 ホテル東日本宇都宮

旭中学校区 171 128 ライトキューブ

陽南中学校区 279 220 ベルヴィ宇都宮

陽西中学校区
　作新学院中等部
  宇都宮短期大学附属中学校
　文星芸術大学附属中学校
　栃木県立盲学校
　栃木県立聾学校
　宇都宮大学教育学部附属特別支援学校

448 353 ライトキューブ

星が丘中学校区 275 223 東武ホテルグランデ

陽東中学校区
　宇都宮東高等学校附属中学校

365 298 ライトキューブ

泉が丘中学校区 233 183 ライトキューブ

宮の原中学校区 211 169 ライトキューブ

清原中学校区
　宇都宮海星女子学院中学校

266 209 ライトキューブ

横川中学校区 214 163 コトノー

瑞穂野中学校区 97 78 コトノー

豊郷中学校区 177 152 ホテル東日本宇都宮

国本中学校区 131 102 ホテル東日本宇都宮

城山中学校区 96 73 コンセーレ

晃陽中学校区
　栃木県立富屋特別支援学校

52 60 コンセーレ

姿川中学校区 246 200 ホテルニューイタヤ

雀宮中学校区 199 160 ホテルニューイタヤ

鬼怒中学校区 205 166 ライトキューブ

宝木中学校区
　宇都宮大学教育学部附属中学校

281 218 東武ホテルグランデ

若松原中学校区 205 159 ベルヴィ宇都宮

上河内中学校区 87 67 ホテルマイステイズ宇都宮

古里中学校区 124 105 ホテル東日本宇都宮

田原中学校区 87 69 ホテル東日本宇都宮

河内中学校区
　栃木県立岡本特別支援学校

144 113 ホテル東日本宇都宮

合計 4,951 3,953 14会場 11会場

令和７年宇都宮市二十歳を祝う成人のつどい　会場（案）

中学校区など
卒業生

数

推定
出席者

数

会場

令和７年１月１２日（日）

開催時間

開催日
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９１１７２１４１８０ 

               

 

  

【あらすじ】 

チアダンス部に 憧
あこが

れて、青
せい

明女子
め い じ ょ し

中学校
ちゅうがっこう

を目指
め ざ

しているつむぎは５年

生の終わりに転塾
てんじゅく

することに。 新
あたら

しい 塾
じゅく

「エイト学舎
がくしゃ

」には、いろいろ

な子がいた。受験
じゅけん

をする事情
じじょう

や環 境
かんきょう

、性格
せいかく

、目指
め ざ

す学校
がっこう

もそれぞれ違
ちが

う

４人。迎
むか

えた２月、待
ま

ち受
う

けているものは？  

『きみの鐘
かね

が鳴る』 
尾崎
お ざ き

 英子
え い こ

／著 （ポプラ社） 
 

市内５・６年生の選定委員さんたちが、月に４冊の本を読んで、

年間で一番人気の高かった本に「うつのみやこども賞」を贈って

います。今年度は、２０名の子ども達が選定委員として頑張って

くれました。みなさんもぜひ読んでみてください。 

 

うつのみやこども賞とは？ 

一年間に読んだ図書一覧 

 

～選定委員の感想より～ 

第４０回（令和５年度） 
 

かね な 

●４人それぞれ頑張る姿がよかった。 

●自分らしく頑張る姿に励まされた。 

●全員が思いどおりにならなくても、前を向いて学校

生活を過ごしてすごいと思った。 

●自分たちに身近な内容で、友達にすすめて一緒に 

話ができる本だった。 

●自分も受験を経験したから、主人公たちの思いに 

共感できた。 

●中学受験した友達にすすめたい。 
●エイト学舎でみんなそれぞれちがう苦しさを感じ

ているが、最後は自分の良さに気づいてよかった。 

実施回数 月の本 タイトル 著者 挿絵 出版社
晴さんのにぎりずし 佐川 芳枝 かわいちひろ 佼成出版社

〇 じいちゃんの山小屋 佐和 みずえ カシワイ 小峰書店
ばーちゃる 次郎丸 忍 金の星社
救助犬の弟子 堀 直子 平澤 朋子 新日本出版
やくやもしおの百人一首 久保田 香里 坂口 友佳子 くもん出版

〇 忘れもの遊園地 久米 絵美里 かわいみな アリス館
クイズ研究会チームスリー まはら 三桃 とろっち 金の星社
奉還町ラプソディ 村中 李衣 石川 えりこ BL出版

〇 きみの鐘が鳴る 尾崎 英子 ポプラ社
あずきの絆 高森 美由紀 岩崎書店
ラベンダーとソプラノ 額賀 澪 岩崎書店
空と大地に出会う夏 濱野 京子 くもん出版
ひみつの犬 岩瀬 成子 岩崎書店

〇 手で見るぼくの世界は 樫崎茜 酒井以 くもん出版
星屑すぴりっと 林けんじろう 講談社
金色の約束 松本 聰美 黒須高嶺 国土社
バンピー いとうみく 伊藤ハムスター 静山社

〇 だれもみえない教室で 工藤純子 講談社
どすこい︕ 森埜 こみち 佐藤真紀子 国土社
和算の道をひらけ︕ 鳴海風 おとないちあき あかね書房
カムイの大地 泉田 もと 岩崎書店
ペンタとニック 風野 潮 文研出版
あした、弁当を作る。 ひこ・田中 講談社

〇 バスを降りたら 眞島 めいり ＰＨＰ研究所
ごはん食べにおいでよ 小手鞠 るい 講談社
あきらめなかった男 小前 亮 静山社

〇 金色の羽でとべ 高田 由紀子 小学館
沙羅の風 松 弥龍 国土社

〇 ひと箱本屋とひみつの友だち 赤羽 じゅんこ さえら書房
すき、好き、スキ。 イノウエ ミホコ 文研出版
雪の日に、ライオンを見に行く 志津 栄子 講談社
ぼくはうそをついた 西村 すぐり ポプラ社
アゲイン あんず ゆき フレーベル館
ふたりのラプソディ 北 ふうこ 文研出版
夏に、ネコをさがして 西田 俊也 徳間書店

〇 ぼくが選ぶ ぼくのいる場所 吉富 多美 金の星社
人間になりたかった犬 今西 乃子 新日本出版

〇 ぼくらは星を見つけた 戸森 しるこ 講談社
エール︕主人公なぼくら 室賀 理江 文研出版
かわらばん屋の娘 森川 成美 くもん出版

第7回

第8回

第9回

第10回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

 

その他（２）



 

 

 
第４５回（令和６年度）宇都宮市民芸術祭事業計画 

主催：宇都宮市民芸術祭実行委員会 ℡：028-636-2121  会場：宇都宮市文化会館ほか 

 催 事 名 開 催 日 時 間 会 場 入場料 
オ
ー
プ
ニ
ン
グ 

開 幕 式 典 ５月１２日（日） 13:30～13:50 大ホール  

開 幕 展 
５月１６日（木） 

～１９日（日） 
10:00～17:00
最終日は 16:00 

展示室 無 料 

茶
華
道 

華 道 展 
５月２５日（土） 

～２６日（日） 
10:00～18:00
最終日は 16:00 

展示室 無 料 

茶 会 ５月２６日（日） 10:00～15:00 和室ほか 
茶 券 

3席1,500円 

ギ
ャ
ラ
リ
ー 

書 道 展 
５月３０日（木） 

～６月 ２日（日） 
10:00～17:00
最終日は 16:00 

展示室 無 料 
日本画彫刻工芸展 

６月１３日（木） 
～６月１６日（日） 

10:00～17:00
最終日は 16:00 

洋 画 ・ 版 画 展 
６月２０日（木） 

～６月２３日（日） 
10:00～17:00
最終日は 16:00 

写 真 展 
６月２７日（木） 

～６月３０日（日） 
10:00～17:00
最終日は 16:00 

ホ 
 

ー 
 

ル 

民 謡 民 舞 大 会 ５月１２日（日） 
開場    9：30 
開演   10:00 

小ホール 無 料 

軽 音 楽 祭 
５月１８日（土） 

～１９日（日） 
開始   10:00 
終了   19:00 

中心市街地 無 料 

謡 曲 大 会 ５月２５日（土） 
開場    9：30 
開演   10：00 

小ホール 無 料 

吟 詠 剣 詩 舞 祭 ６月 ２日（日） 
開場   12：00 
開演   12:30 

小ホール 無 料 

オ ペ ラ 公 演 ６月 ８日（土） 
開場   13：30 
開演   14:00 

小ホール 
一般 2,000 円 

学生 1,000 円 

邦 楽 演 奏 会 ６月 ９日（日） 
開場   12:30 
開演   13:00 

小ホール 1,000 円 

市 民 歌 謡 祭 ６月２２日（土） 
開場    9:30 
開演   10:00 

小ホール 1,000 円 

ミ ュ ー ジ カ ル 

公 演 
６月２３日（日） 調整中 大ホール 有 料 

バレエ＆ダンスフェ
ス テ ィ バ ル 

６月３０日（日）  
開場   14：00 
開演   15:00 

大ホール 
無 料 

(要整理券) 

合唱フェスティバル ６月３０日（日） 
開場   10：00 
開演   10:30 

小ホール 無 料 

大 衆 芸 能 祭 ７月 ７日（日） 
開場   11：30 
開演   12:00 

小ホール 無 料 

オーケストラ公演 
（宇都宮ｼﾝﾌｫﾆｰｵｰｹｽﾄﾗ） 

５月１２日（日） 
開場   13：00 
開演   14:00 

大ホール 
一般 2,000 円 

中学生以下無料 

オーケストラ公演 
（栃木県交響楽団） 

６月１６日（日） 
開場   13:30 
開演   14:00 

大ホール 

一般 1,500 円 

(前売1,200円) 

小中高 800 円 

(前売 600 円) 

文芸 
うつのみや市民文芸 
第 ４ ５ 号 発 刊 

４月１日（月）応募締切 
作品発刊 調整中 

 
 公 募 

メデ
ィア 

メ デ ィ ア 
芸 術 展 

５月 ４日（土） 10:00～17:00 
オリオン 

通り他 
無 料 

 表 彰 式 調整中 
開始   10:00
（予定） 

市役所 

14 大会議室 
受賞者 

※ホール部門企画年度事業 日本舞踊祭，演劇公演 
※ホール部門休催事業   オーケストラ公演（宇都宮大学管弦楽団） 

その他（４） 


